


犯 罪 被 害 者 等 支 援

シ ン ボ ル マ ー ク 和 歌 山 版

「 き し ゅ う の ギ ュ っ と ち ゃ ん 」

こ の リ ー フ レ ッ ト は 、
● 警 察 に お け る 支 援 制 度 に つ い て
● 捜 査 や 裁 判 が ど の よ う に 進 み 、 加 害 者 は ど の よ う な 手 続 き で
処 罰 さ れ る の か

● 利 用 で き る 保 険 や 救 済 制 度 に は ど の よ う な も の が あ る の か
● 捜 査 の た め 、 皆 様 に ど の よ う な こ と を お 願 い す る こ と に な る
の か

な ど に つ い て お 知 ら せ し 、わ ず か で も 皆 様 の 手 助 け に な れ ば 幸 い で す 。

いつでもお気軽にご相談ください
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警 察 で は 、 交 通 事 故 に よ る 被 害 を 受 け 、 動 揺 さ れ て い る 方 に 、 警 察 官
が 付 き 添 う な ど し て 、 精 神 的 負 担 の 軽 減 を 図 り 、 捜 査 状 況 の 説 明 や 今 後
の 不 安 等 に つ い て 相 談 を 受 け る な ど の 活 動 を 行 っ て お り ま す 。

交 通 事 故 の 捜 査 は ど う な っ て る の ?
加 害 者 は 捕 ま っ た の ?
処 分 は ど う な っ た の ?
な ど に つ い て 、 事 故 を 担 当 す る 捜 査 員 が
○ 加 害 者 の 氏 名 や 年 齢 等
○ 交 通 事 故 の 発 生 日 時 、 場 所 、 捜 査 状 況
○ ど の 検 察 庁 に 送 致 し た か
○ 起 訴 ・ 不 起 訴 の 処 分 結 果
○ 裁 判 は ど こ で 行 わ れ る か
な ど を お 知 ら せ し ま す 。
※ 事 故 の 事 を 思 い 出 し た く な い の で 知 ら せ な い で ほ し い と い う 方 も
い ら っ し ゃ る と 思 い ま す 。 そ の 場 合 、 そ の 旨 、 捜 査 員 に お 伝 え く だ
さ い 。

警 察 で は カ ウ ン セ リ ン グ 支 援 を 行 っ て い ま す 。
交 通 事 故 の 被 害 を 受 け た 後 は 、 一 種 の シ ョ ッ ク 状 態 が 続 き 、 心 身 に 変

調 を 来 す こ と が 少 な く あ り ま せ ん 。
突 然 大 き な シ ョ ッ ク を 受 け た 後 で は 誰 に で も 起 こ り 得 る 反 応 で す 。
カ ウ ン セ リ ン グ を 希 望 さ れ る 方 は 、 担 当 捜 査 員 に ご 相 談 く だ さ い 。

被 害 者 と ご 家 族 の 方 に は 、 捜 査 の た め 、 次 の よ う な お 願 い を す る こ と
が あ り ま す の で ご 協 力 を お 願 い し ま す 。
【 事 情 聴 取 】 捜 査 員 が 事 故 状 況 等 に つ い て お た ず ね し ま す 。
【 証 拠 品 提 出 】 被 害 者 の 着 衣 や 所 持 品 な ど は 、 被 害 を 裏 付 け る 証 拠 品

と し て 提 出 し て い た だ く こ と が あ り ま す 。
【 実 況 見 分 立 会 い 】 事 案 に よ っ て は 、 事 故 現 場 で の 状 況 説 明 に 立 ち 会

っ て い た だ く 場 合 が あ り ま す 。

犯 罪 被 害 者 等 支 援 員 制 度

被 害 者 連 絡 制 度

カ ウ ン セ リ ン グ 支 援

お 願 い



自 動 車 保 険 に は 、「 自 動 車 損 害 賠 償 責 任 保 険 」（ 以 下 「 自 賠 責 保 険 」）
と 、「 任 意 保 険 」 が あ り ま す 。
・「 自 賠 責 保 険 」 は 、 被 害 者 や そ の 遺 族 の 保 護 を 図 る 目 的 で 、 車 １ 台
ご と に 加 入 を 義 務 づ け ら れ て い る 保 険 で す 。
・「 任 意 保 険 」 は 、 自 賠 責 保 険 で 補 い き れ な い 損 害 賠 償 を 補 償 す る 保
険 で す 。

自 賠 責 保 険 対 比 任 意 保 険

加 入 し な け れ ば な ら な い （ 義 務 ） 加 入 任 意

人 身 損 害 の み 対 象 人 身 損 害 と 物 の 損 害

死 亡 3 , 00 0 万 円 （ 限 度 額 ）
傷 害 120 万 円 （ 限 度 額 ） 支 払 い 保 険 契 約 の 限 度 額 ま で の
後 遺 障 害 75万 ～ 4 , 000万 円 限 度 額 補 償
（ 1～ 14の 障 害 等 級 に よ る ）

自 動 車 損 害 賠 償 補 償 事 業
・ ひ き 逃 げ さ れ 、 相 手 が 判 明 し な い
・ 事 故 を 起 こ し た 相 手 が 自 賠 責 保 険 に 加 入 し て い な い
・ 事 故 を 起 こ し た 相 手 の 車 が 盗 難 車 だ っ た

と い う 事 故 に つ い て は 、「 自 賠 責 保 険 」 で は な く 、 政 府 （ 国 土 交 通 省 ）
が 自 動 車 損 害 賠 償 補 償 法 に 基 づ い て 被 害 者 の 救 済 を 図 る た め 、 損 害 を
て ん 補 す る 「 自 動 車 損 害 賠 償 補 償 事 業 」 が あ り ま す 。
保 険 金 請 求 の 方 法 や 必 要 書 類 等 は 、 損 害 保 険 会 社 な ど に お た ず ね く

だ さ い 。

交 通 事 故 相 談 窓 口
和 歌 山 県 警 察 本 部 広 報 県 民 課 (0 7 3 ) 4 3 2－ 0 1 1 0 ♯ 9 1 1 0 （ 短 縮 ダ イ ヤ ル ）
和 歌 山 県 警 察 本 部 交 通 指 導 課 (073 ) 47 3－ 0110（ 交 通 セ ン タ ー 内 ）
県 下 各 警 察 署 交 通 課
和 歌 山 県 交 通 事 故 相 談 所 (073 ) 44 1－ 2359（ 県 庁 内 ）
和 歌 山 弁 護 士 会 (073 ) 42 2－ 4580
自 動 車 事 故 対 策 機 構 和 歌 山 支 所 (073 ) 43 1－ 7337
日 本 損 害 保 険 協 会 そ ん ぽ 0570－ 02－ 2808

ADR セ ン タ ー
和 歌 山 市 市 民 相 談 セ ン タ ー (073 ) 43 5－ 1025（ 市 役 所 内 ）
紀 の 国 被 害 者 支 援 セ ン タ ー (073 ) 42 7－ 1000

自 動 車 保 険



１ ． 援 助 救 済 制 度
次 の 手 当 、 扶 助 、 貸 付 、 給 付 等 が 認 め ら れ る 場 合 が あ り ま す 。

◇ 官 公 庁 が 行 う も の
【 ひ と り 親 家 庭 】

児 童 扶 養 手 当 、 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金
【 生 活 に 困 っ て い る 方 】

困 窮 の 程 度 に 応 じ て 、 生 活 扶 助 、 教 育 扶 助 、 住 宅 扶 助 、 医 療 扶 助

◆ 各 種 援 助 ・ 救 済 機 関 が 行 う も の
【 自 動 車 事 故 対 策 機 構 （ NASVA）】

ア 交 通 遺 児 等 へ の 無 利 子 貸 付 け （ 中 学 卒 業 ま で ）
イ 常 時 介 護 が 必 要 な 方 へ の 介 護 料 の 給 付

（ 収 入 等 一 定 の 条 件 が 必 要 ）
ウ 交 通 遺 児 の 生 活 相 談 等 の 受 付 ☎ (073 ) 43 1－ 7337

【 交 通 遺 児 等 育 成 基 金 （ 年 金 方 式 に よ る 育 成 給 付 金 の 支 給 ）】
16歳 未 満 の 交 通 遺 児 が 同 基 金 に 拠 出 金 を 払 い 込 ん で 加 入 す る と
19歳 に 達 す る ま で 育 成 給 付 金 を 支 給 ☎ 0120－ 16－ 3611

【 交 通 遺 児 育 英 会 】
高 校 生 以 上 の 交 通 遺 児 に 対 す る 奨 学 金 の 貸 与

☎ 03－ 3556－ 0771

２ ． 税 法 上 の 救 済 制 度
次 の 手 当 、 扶 助 、 貸 付 、 給 付 等 が 認 め ら れ る 場 合 が あ り ま す 。
【 医 療 費 控 除 】

医 療 費 か ら 支 給 を 受 け た 保 険 金 等 を 差 し 引 い た 金 額
【 障 害 者 控 除 】

一 人 に つ き 27万 円 が 控 除 （ 重 度 障 害 の 場 合 は 40万 円 ）
【 寡 婦 （ 夫 ） 控 除 】

死 別 し た 妻 （ 夫 ） に 原 則 と し て 27万 円
※ 詳 し く は 最 寄 り の 税 務 署 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

福 祉 ・ 税 法 上 の 救 済 措 置



被 害 者 等 通 知 制 度 （ お 問 合 せ 先 : 事 件 を 担 当 す る 検 察 庁 ）
被 害 に 遭 わ れ た 方 等 の 希 望 に 応 じ 、 検 察 庁 か ら
○ 事 件 の 処 分 結 果
○ 裁 判 を 行 う 裁 判 所 及 び 裁 判 が 行 わ れ る 日
○ 裁 判 結 果
○ 犯 人 の 身 柄 の 状 況 、 起 訴 事 実 、 不 起 訴 の 理 由 の 概 要 な ど

等 に つ い て 通 知 す る 制 度 が あ り ま す 。

被 害 者 参 加 制 度 （ お 問 合 せ 先 : 事 件 を 担 当 す る 検 察 庁 ）
故 意 の 犯 罪 行 為 （ 殺 人 、 傷 害 な ど ） や 自 動 車 運 転 過 失 致 死 傷 等 の 被 害 者

や ご 遺 族 は 、 裁 判 所 の 許 可 を 得 て 、「 被 害 者 参 加 人 」 と い う 地 位 を 得 た 上
で 、 刑 事 裁 判 に 参 加 す る こ と 、 具 体 的 に は

○ 公 判 期 日 に 出 席 す る こ と
○ 証 人 や 被 告 人 に 対 し て 質 問 す る こ と
○ 事 実 又 は 法 律 の 適 用 に つ い て 意 見 を 述 べ る こ と 等

が で き ま す 。

損 害 賠 償 命 令 制 度 （ お 問 合 せ 先 : 事 件 を 担 当 す る 裁 判 所 ）
故 意 の 犯 罪 行 為 （ 殺 人 、 傷 害 な ど ） の 被 害 者 や ご 遺 族 は 、 そ の 刑 事 事 件

を 担 当 し て い る 裁 判 所 に 対 し 、 民 事 上 の 損 害 賠 償 を 被 告 人 に 命 ず る よ う 求
め る 申 立 て を す る こ と が で き ま す 。

少 年 審 判 の 被 害 者 傍 聴 （ お 問 合 せ 先 : 事 件 を 担 当 す る 家 庭 裁 判 所 ）
少 年 犯 罪 の う ち 、 故 意 の 犯 罪 行 為 （ 殺 人 、 傷 害 な ど ） や 、 自 動 車 運 転 過

失 致 死 傷 等 の 被 害 者 や ご 遺 族 は 、 少 年 審 判 の 傍 聴 が 認 め ら れ る 場 合 が あ り
ま す 。
ま た 、家 庭 裁 判 所 か ら 審 判 の 状 況 に つ い て 説 明 を 受 け る こ と が で き ま す 。

相 談 窓 口 相 談 内 容 電 話 番 号
和歌山地方検察庁 被害相談、事件に関する ０７３－４２２－４０２９
（被害者ホットライン） 問合せ
和歌山地方裁判所 損害賠償命令制度に関す ０７３－４２２－４１９１

ること
和歌山家庭裁判所 少年審判の被害者傍聴に ０７３－４２２－４１９１

関すること
日本司法支援センター 法律等に関する情報提供 ０５０－３３８３－５４５７
（法テラス和歌山） 民事法律扶助

202４ .８

検 察 庁 ・ 裁 判 所 の 支 援



交 通 事 故 の 成 人 に 対 す る 刑 事 手 続 き は 、 お お む ね 次 の と お り で す 。
※ 加 害 者 が 少 年 の と き は 、 少 年 審 判 手 続 き な ど に よ る 場 合 が あ り 、
こ れ ら の 手 続 き と は 異 な る こ と が あ り ま す 。

証 拠 品 の 提 出

捜 査 と は 、 犯 人 を 逮 捕

し 、 事 実 を 明 ら か に し

又 は 任 意 捜 査 て 事 件 を 解 決 す る た め

に 行 う 活 動 で す 。

犯 人 の 確 認

事 情 聴 取 、 実 況 見 分

証 拠 品 の 確 認 等 を 行

い ま す 。

勾 留

警 察 か ら 送 致 を 受 け た

検 察 官 が そ の 後 も 継 続

し て 犯 人 の 身 柄 を 拘 束

す る 必 要 が あ る と 認 め

る 場 合 に 、 裁 判 所 に 対

し て 勾 留 請 求 を 行 い ま

起 訴 ・ 不 起 訴 す 。

検 察 官 は 一 定 期 間 内 に

犯 人 を 裁 判 に か け る か ど

う か の 決 定 を 行 い 、 裁 判

に か け る 場 合 を 起 訴 、 公 判 と 略 式 命 令

か け な い 場 合 を 不 起 訴 通 常 公 開 の 法 廷 で の 裁

と い い ま す 。 判 を 公 判 と い い 、 書 面

審 理 に よ り 罰 金 等 を 命

じ る 裁 判 を 略 式 裁 判 と

い い ま す 。

交 通 事 故 の 発 生

捜 査 の 開 始

犯 人 の 逮 捕

事 件 送 致

勾 留 請 求 ・ 勾 留

起 訴

又 は 不 起 訴

公 判 請 求 略 式 命 令 請 求

公 判

証 人 出 廷

判 決 略 式 命 令

警

察

署

四

十

八

時

間

以

内

検

察

庁

裁

判

所
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十
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間



今 、 あ な た が お 困 り の こ と 、 心 配 な こ と な ど を 書 き 込 み 、 担 当 の
警 察 官 や 相 談 窓 口 に ご 相 談 く だ さ い 。

日 常 生 活 （ 家 事 ・ 育 児 な ど ） の こ と

経 済 的 な こ と

仕 事 ・ 学 校 の こ と

ご 自 身 ・ 家 族 の こ と

公 的 支 援 ・ 制 度 に つ い て

そ の 他


